
議案第１号 

訴えの提起について 

 次のとおり訴えの提起をしたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

平成３０年２月２７日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

１ 相手方   住居所不明 

（最後の住所）八幡浜市向灘３０６７番地２９ 

         大 本  茂 

２ 事件名   港湾施設不法占用損害金請求事件 

３ 事件の内容 

⑴ 共栄水産株式会社は、平成１７年５月１日から平成２４年５月２日までの

間、市が管理する港湾施設（沖新田野積場７２８㎡）を不法に占用し、市に

１か月当たり９９，０００円、総額８，３２２，６００円の損害を負わせた。 

⑵ 相手方は、当時、同社の代表取締役として同社に上記不法占用をさせない

ようにすべき義務があったにもかかわらず、これを悪意又は重過失によって

怠った。 

４ 請求の趣旨 

⑴ 相手方は、市に対し、会社法（平成１７年法律第８６号）第４２９条第１

項の規定に基づく損害賠償請求として、総額８，３２２，６００円の一部で

ある１，０００，０００円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済

みまで民法（明治２９年法律第８９号）所定の年５分の割合による遅延損害

金を支払え。 

⑵ 訴訟費用は、相手方の負担とする。 

との判決及び仮執行の宣言を求めるもの。 

５ 授権事項 

⑴ 本件に係る訴えの不提起又は取下げ 

⑵ 本件に係る上訴に関すること 

６ 管轄裁判所  八幡浜簡易裁判所 

－21－



 

提案理由 

  相手方に対し、港湾施設不法占用損害金請求の訴えの提起を行うため。 
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